
平成３０年度第１回鳥取県食の安全推進会議 
 

  
平成３０年７月４日（水）  

          午 後 ２ 時 か ら ４ 時 ま で  

    特別会議室（議会棟３階） 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 題 
（１）平成２９年度鳥取県食品衛生監視指導結果 

 

（２）平成３０年度鳥取県食品衛生監視指導計画（事業概要） 

 

（３）食の安全安心交付金（水産事業、農薬事業）の事業評価について 

 

（４）その他 

   食品衛生法等の一部を改正する法律の公布について 

 

４ 閉  会 
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● 鳥取県食の安全推進会議とは 

食品安全基本法及び食品衛生法の規定に基づき、食品に関わる様々な県民と対話（リスクコミュニケーション）を

行い、得た情報を県の施策に反映させることを目的に設置された会議。 
【食品安全基本法】 

第 13 条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当っては、当該施策の策定に国民の意見を反映し、並びにその

過程の公正性及び透明性を確保するため、当該施策に関する情報の提供、当該施策について意見を述べる機会の付

与その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。 
【食品衛生法】 

第 64 条第 2 項 都道府県知事等は、第 24 条第 1 項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更し

ようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。 



 

資料４ 


